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米国連邦最高裁判所は、威力脅迫および腐敗組織に関する連邦法（「RICO」）に基づき、米国外の
原告が提訴するための扉を開いた。RICOは、組織または「エンタープライズ」（合衆国法典第18
編1961条（4）に定義される。）により行われた違法行為に対し、実際の損害額の3倍の損害賠償
と弁護士費用の回収の請求を可能にする強力な法律である。2023年6月22日、併合して審理された
Yegiazaryan v. Smagin および CMB Monaco v. Smagin の訴訟の6対3の多数意見で、裁判所は、被告
が米国における国際仲裁判断の執行を妨害しようとした場合、米国外の原告が当該判断を執行する
ためRICOに基づき提訴することを認めた。以前の事案であるRJR Nabisco, Inc. v. European
Community, 579 U.S. 325, 346 (2016) で、裁判所は、RICOに基づく請求を行うためには、原告は
「国内での損害」を主張しなければならないと判示していた。上記のYegiazaryan氏の訴訟で、裁判
所は、RICOに基づき提訴する米国外の原告は、損害を取り巻く状況から米国で損害が発生したこと
が示される場合に、国内での損害を被ったと認められ得ることを明らかにした。 裁判所は、「国内
での損害」の有無の判断は「個別具体的」なものであり、裁判所は「主張されている損害の性質、
その直接の原因となったラケッティア活動（前提となる犯罪行為）、および、その活動の有害な目
的と影響」に着目すべきである、と結論付けた。裁判所は、巡回区レベルで判断が分かれていた当
該争点を解決し、米国外の原告が米国外に居住していることを理由に「国内での損害」要件を満た
すことを厳格に禁じるブライトライン・ルール（明確な線引きによる基準）を却下した。 この決定
には、以下の意味がある。

国際仲裁判断で勝訴した米国外の仲裁当事者は、仲裁判断を米国で執行することにますます関心
を向けると考えられる。

RICOに基づく請求により3倍の損害賠償に直面する可能性があることから、敗訴した当事者は、
判決の支払いに抵抗するためのアプローチを慎重に検討する必要がある。

銀行やその他の第三者は、仲裁判断の執行を妨害しようとする敗訴当事者を支援したとして、
RICO訴訟にさらされるリスクがある。

今後、下級審裁判所は「個別具体的」な判断の輪郭をさらに明確にすると考えられる。しかし、
勝訴当事者が最終的にRICOに基づく請求を成功させるためには、一定の具体的なステップを踏む
必要がある。これらのステップの中には、まず米国の裁判所で仲裁判断や判決を確認すること
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や、敗訴当事者が仲裁判断や判決に基づく損害の回収を違法に回避するパターンを立証すること
が含まれる。

この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。

https://www.jenner.com/ja/news-insights/publications/jenner-and-block-japan-newsletter-september-2023
https://www.jenner.com/ja/capabilities/regional-markets/japan
https://www.jenner.com/en/legal-notices/privacy-policy
mailto:dataprotection@jenner.com?subject=Data%20Privacy%20Inquires%20-%20online
https://www.jenner.com/en/subscription-form
https://www.jenner.com/ja/news-insights/publications/jenner-and-block-japan-newsletter-september-2023

